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兵庫県選挙管理委員会告示第23号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第113条第１項の規定に基づく兵庫県議会議員の補欠選挙を次のとおり

行う。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

１ 選挙の期日

平成26年４月27日

２ 選挙を行うべき選挙区

たつの市及び揖保郡選挙区

３ 選挙すべき議員の数

２名

兵庫県選挙管理委員会告示第24号

平成26年４月27日執行の兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙につき、公職選挙法（昭和25年

法律第100号）第75条第３項及び同法施行令（昭和25年政令第89号）第80条第１項の規定により、選挙長及びそ

の職務を代理すべき者を次のとおり選任した。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

１ 選挙長

たつの市新宮町吉島133番地

三 藤 省 瑞

２ 選挙長の職務を代理すべき者

たつの市御津町岩見1324番地２

古 西 利 朗

兵庫県選挙管理委員会告示第25号
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平成26年４月27日執行の兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙につき、公職選挙執行規程（昭

和47年兵庫県選挙管理委員会告示第43号）第７条の規定により、選挙長の職務を行う場所を次のとおり定める。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

職務を行う場所 左記で職務を行う期間 所 在 地

たつの市役所分庁舎ホール ４月18日午前中

たつの市選挙管理委員会事務局 ４月18日午後以降
たつの市龍野町富永1005番地１

兵庫県選挙管理委員会告示第26号

平成26年４月27日執行の兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙につき、選挙会の日時及び場所

を次のとおり定める。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

１ 日 時 平成26年４月28日 午後１時30分

２ 場 所 たつの市龍野町富永1005番地１

たつの市役所３階301会議室

兵庫県選挙管理委員会告示第27号

平成26年４月27日執行の兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙につき、公職選挙法（昭和25年

法律第100号）第194条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額は、7,699,000円である。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

兵庫県選挙管理委員会告示第28号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

50分の１の数並びに同法第76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８

分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

は、次のとおりである。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 90,869

選挙権を有する者の総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と

40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 667,929

兵庫県選挙管理委員会告示第29号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定による兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区に

おける選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、30,514である。

平成26年４月18日

兵庫県選挙管理委員会

委員長 武 田 丈 蔵



平成26年４月18日 金曜日 兵 庫 県 公 報 号 外

3

兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙選挙長告示

兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙選挙長告示第１号

平成26年４月27日執行の兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙につき、公職選挙法（昭和25年

法律第100号）第76条において準用する同法第62条第２項及び第４項の規定による選挙立会人を定めるくじを行

う日時及び場所を次のとおり定める。

平成26年４月18日

兵庫県議会議員たつの市及び揖保郡選挙区補欠選挙

選挙長 三 藤 省 瑞

１ 日 時 平成26年４月24日 午後５時30分

２ 場 所 たつの市龍野町富永1005番地１

たつの市選挙管理委員会事務局
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